
 

 

区役所改革担当 

 

 

 

 

「将来に向けた持続可能な区役所への改革」に係るこれまでの検討の経緯、目的、

効果等について、職員説明会を実施しました。 

今後は、町会・自治会等関係団体への説明を進めるとともに、1 月中に開会予定の

各常任委員会において検討状況を報告します。 

つきましては、これまでの検討状況及び今後の対応等について、以下のとおり報告

いたします。 

（１）実施概要 

   ア 対象 

  全職員（会計年度任用職員含む。） 

イ 実施月日、実施場所及び参加者数 

  実施月日 実施場所 参加者数 

① 12/15（月） 区役所本庁舎  ７３名 

② 12/16（火） 麻布地区総合支所 １４名 

③ 12/16（火） 高輪地区総合支所 ３１名 

④ 12/16（火） 区役所本庁舎 ７１名 

⑤ 12/18（木） 赤坂地区総合支所 ２８名 

⑥ 12/18（木） 区役所本庁舎 ３４名 

⑦ 12/19（金） 芝浦区民協働スペース ２０名 

計 ２７１名 

 

（２）説明会で出た意見 

   別紙１のとおり 

 

各地区町会・自治会への説明に先立ち、令和７年１２月２４日に開催された令和

７年度第２回港区町会・自治会連合会役員会において、区から同連合会役員の皆様

へ説明を行いました。御意見等の概要は、別紙２のとおりです。 

今後、各地区町会・自治会等関係団体に対して、別紙３の資料を用いて、丁寧に

説明を行ってまいります。 

令和８年１月２０日 資料№１ 
ＤＸ推進・行財政等対策特別委員会 
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  令和７年１１月及び１２月に開会された総務常任委員会における質疑等の概要

については、別紙４に記載のとおりです。 

  なお、今後、各常任委員会において「将来に向けた持続可能な区役所への改革」

の実施に向けた各分野における今後の方向性に関する報告を行う予定です。 

 

  令和８年１月２３日～３０日 

各常任委員会報告 

「将来に向けた持続可能な区役所への改革」の実施に向け

た各分野における今後の方向性について 

１月～２月 各地区の町会・自治会等関係団体へ説明 

      ２月１５日 広報みなとにおいて「将来に向けた持続可能な区役所への

改革」について周知 

      ３月    「将来に向けた持続可能な区役所への改革」の取組の決定 

      ４月    各常任委員会報告「将来に向けた持続可能な区役所への改

革の取組について」 
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平成18年度と 比較し て本庁舎で勤務する職員数はなぜ増えた
のか。

平成18年度から 指定管理者制度を導入するなど、 常勤職員が担っ ていた
業務を会計年度職員や指定管理者が担っ ているこ と から 、 本庁で業務を
担う 常勤職員が集約さ れると と もに、 業務の増加に伴い組織が拡大し 、
人員も 増えた。

民間ビル執務室内の設計や改修工事のスケジュ ールは。 移転対象候補は、 街づく り 支援部を 想定し ており 、 工事は約3か月、 移
転は令和８ 年末を予定し ている。 民間ビルに限ら ず、 部署集約は秋から
冬にかけて集中的に進める。 組織案は令和８ 年度に見直し を予定し てい
る。 通常は1月に組織を決定するが、 前回の区役所・ 支所改革時には、
実施前年内に決定し た例も あり 、 今回も 見直し の時期は変更になる可能
性がある。

総合支所の新し い使い方はどの部署で担当するか。 集約によっ て、 総合支所に物理的に新たなスペースができるイ メ ージが
あるかも し れないが、 階が分かれるなどで汎用的に使えない場合も 多
い。 区民に資する場にするこ と も視野に入れ、 区役所改革担当が中心と
なり 、 用地・ 施設活用担当と 確認し ながら 進める。

区民から 問合せがある可能性があるため、 Ｑ ＆Ａ を示し てほ
し い。

職員向けＱ ＆Ａ は展開予定である。

賃借予定の民間ビルには駐車場や駐輪場がなく 、 アク セス性
の低下が懸念さ れる。

区役所と 同条件の物件を見つけるこ と は困難である。 シェ アサイ ク ルな
どの工夫を検討し ている。 賃借は恒久的なも のではなく 、 初期は負担を
かけるこ と があるかも し れないが、 理解をお願いし たい。

総合支所業務が本庁に集約さ れると 管理職の負担が増し 、 決
裁の遅延やコ ミ ュ ニケーショ ン不足などの課題が懸念さ れ
る。 担当課長の設置は検討し ているか。

組織については、 業務分担等の見直し の状況を踏まえて総合的に検討す
る。

回線などのイ ンフ ラ 整備を進める必要があるが、 課横断的な
統一課は予定さ れているか。

具体的な案はまだ出ていないが、 ネッ ト ワーク関係については情報政策
課と 協議し ている。

区役所改革の検討中で、 開庁時間の見直し の検討も 行われて
いるのか。

区民課長会で検討課題に挙がっ ていると 認識し ている。

（ 仮称） 維持課について、 所属は部だが、 総合支所で勤務し
ていると いう こ と か。

ご認識のと おり 。

今後のスケジュールは。 今後お示し する。

総合支所の窓口や機能を維持し て、 地域と の関わり をどのよ
う に維持・ 向上さ せるのかが分かるよう 、 今後の資料に示せ
ると よい。

承知し た。

改革が実現し た場合、 どのよう な効果が生まれ、 職員に波及
し 、 若手職員が安心し て港区で勤め続けら れる環境をどのよ
う に整備するのか。

改革を通じ て、 福祉現場での経験、 知識不足、 孤立感や業務の偏り な
ど、 職員アンケート で浮き彫り と なっ た現場の不安や課題の解消・ 解決
を図り 、 持続可能な職場環境を実現し ていく 。 令和９ 年度末や改革の取
組後も 職員アンケート を実施し 、 今回の集約の効果を検証する。

分庁舎と し てどこ を借り るのか。 現在は芝郵便局向かいの建物を候補と し ている。

福祉総合窓口への影響が懸念さ れる。 本庁舎に集約すると 職
員が総合支所に不在と なり 、 サービスが低下するのではない
か。 来庁不要の窓口やＤ Ｘ の活用イメ ージはあるのか。

改革後において、 来庁者には各部への取り 次ぎ等でお時間をおかけする
場合が業務によっ ては生じ るが、 中長期的には質を向上さ せるこ と で区
民サービスを向上する。 保育園入園はほと んどオンライ ン申請である。
総合支所と 支援部をつなぐ 運用をどう 改善するか検討が必要である。 オ
ンライ ンを利用し ない理由も 分析する。

福祉総合窓口のシステムについて、 デジタ ル技術を強制的に
使う よう な環境が必要ではないか。

デジタ ル技術を有効に活用する。

電話の問い合わせが多く 、 業務がひっ 迫し ている。 みなと
コ ール等があるにも かかわら ず、 総合支所に単純な質問が寄
せら れる。 問合せを中央で一元的に受ける仕組みを検討すべ
きではないか。

マイナンバーセンタ ー設置などの取組を進めている。 電話対応について
も 、 人が行う のかＡ Ｉ が行う のか検討中である。 Ａ Ｉ の精度は向上し て
いるため、 窓口Ｄ Ｘ 担当を中心にDXを推進する方針である。

夜間の店舗のごみの苦情対応を総合支所の協働推進課と 行っ
ているが、 深夜帯なので青パト の存在は大きい。 青パト は今
後どう なるのか。

青色防犯パト ロールの業務の集約については、 各協働推進課と 生活安全
を所管する危機管理・ 生活安全担当と 調整を進めていると こ ろであり 、
改革によっ て青色防犯パト ロールの機能が損なわれるこ と はない。

組織ごと の人数の割振り について、 大小あると 思う が、 どの
よう に検討し ているのか。

まずは、 業務の役割分担を整理し ており 、 業務量算定と 併せて人員算定
をし ていく 。 人事課と 調整の上整理し ていく 。

管理課がなく なると 、 保育士の所属はどう なるのか。 子ども 部門の所属と なるこ と を想定し ている。

一人の課長では管理が難し く なるのでは。 課題と し て認識し ており 、 体制を検討し ていると こ ろである。

職員の業務量が多い。 夏場に高温注意報の中、 自転車に乗っ
て仕事をし ている。 不要な業務は削減し 、 業務量の削減を行
う べき。

業務の効率化は今回の改革における大きな視点と し て、 合わせて整理し
ていきたい。

保健福祉係で障害担当をし ているが、 各総合支所でかなり の
ケース数持っ ている。 芝浦港南地区では、 職員が育休等にな
ると 、 一人で150件のケースを抱えたり する。 ビルを借り て集
約化すると いう こ と だが、 人員算定は各総合支所の保健福祉
係長が算定するのか。

現在、 担当者会等で業務の整理をし ている。 業務の集約化により 、 部で
一元的に対応するこ と と なり 、 柔軟に対応できる。
現時点で、 民間ビルを賃借し 、 移転する組織は街づく り 支援部を予定し
ている。

決裁が本庁舎で一括と なると 、 紙での決裁の場合、 毎回交換
便で送るこ と になる。

どう し ても 紙で処理する必要があるも のを除き、 電子化、 オンラ イン化
一層進めていく 。

陳情対応は一度、 協働推進課で受けてから 部に回すと いう こ
と だが、 今は業務を分かる人が受けているが、 分から ない人
が受けるこ と になると 大変になるのでは。

基本的には部で対応する。 協働推進課には「 部に聞いてく ださ い」 のよ
う ないわゆる「 たら い回し 」 にせず、 一度受け止めていただいきたいと
いう 主旨である。

別紙１
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自分は平成18年度の改革も 経験し ているが、 あのと きも 時間
がないと いう こ と で、 ある程度課長・ 係長辺り から 話を聞い
て、 それで打ち切り と なり 進めら れてきた。 今回も 令和9年4
月と お尻を決めてと いう こ と だが、 前回のよう に「 時間がな
い」 でバッ サリ いかないで、 末端の職員までの話をよく 聞い
て精査し ても らいたい。

現場の課題を着実に解決するために、 職員の声を丁寧に聞き取っ てい
く 。 ボト ムアッ プを意識し ていきたい。

現場の声を聞き、 職員が働きやすい環境を作っ てほし い。 悪
いよう には改革し ないでほし い。 区民も 職員も 納得するよう
に進めてほし い。

分野ごと に各担当にヒ アリ ングをし て進めている。 今後も 現場の声を意
識し ながら 進めていきたい。

意見を聞いてもら えるこ と は理解し たが、 今後の具体的な進
め方のスケジュール感を教えてほし い。

令和9年4月の新体制による業務開始を踏まえると 、 例年より 早く 組織を
検討し ていく 必要がある。 逐次情報提供し ていく 。

執行体制見直すのは理解し た。 人の移動も あり 、 業務の偏り
ができて、 担当者は減少する中で、 業務量が増加するのは大
変である。 一方で、 今は無理やり 業務を作り 出し ていると こ
ろも ある。 そう いう と こ ろも ト ッ プダウンで切り 込んでやっ
てほし い。

DXなどにより 業務効率化も 図り ながら 整理し ていく 必要がある。

窓口サービス係でも 専門知識の継承を課題と し て感じ てい
る。 例えば、 芝地区で戸籍業務を経験し た職員を他地区の総
合支所に配属し ないと 知識の継承は難し い。 芝地区に短期間
派遣するなども有効ではないか。 人事の配置の仕方について
も 改革し た方がいいのでは。

人事関係については、 人事課と 連携し て検討を進めているため、 意見を
共有する。

難病、 精神の手帳・ 自立支援医療、 畜犬の業務は、 ほと んど
の自治体では保健所でやっ ている。 保健所業務の見直し につ
いても 、 一緒に議論し てほし い。

保健所業務についても 、 整理をし ている。

職員説明会での質問及び回答の内容を共有し てほし い。
例示に出ていない業務も 多く あり 、 資料では分から ないが、
今後の検討によっ て整理さ れていく のか。

承知し た。
まずは業務ベースで整理し ているが、 事務分担に現れない業務も 出てく
るので、 漏れないよう にし たい。

芝地区総合支所の支援部機能について、 今の現場の意見を聞
いてほし い。

芝地区総合支所の位置づけについては、 対応可能な範囲の中で検討し た
い。

分庁舎の移転のスケジュールを早めに情報共有し てほし い。 情報を整理し て、 適宜共有する。

協働推進課業務に「 部で完結する業務」 と あるが、 改革によ
り 業務を見直し た後も 、 し ばら く は従来どおり の対応を求め
る区民が来庁する場合がある。 その場合の対応をどう 考えて
いるか。

部へ取り 次ぐ と いう 案内になる。 但し 、 協働推進課には「 部に聞いてく
ださ い」 のよう ないわゆる「 たらい回し 」 にせず、 一度受け止めていた
だいきたい。

一部業務は総合支所から 本庁に戻るこ と になるが、 総合支所
と いう 言葉自体は使い続けるのか。

区民へ浸透し ているこ と や今回の改革の主旨などを含め、 現時点では変
更は予定し ていない。

窓口サービス係は現状維持と 見受けら れる。 平成18年度の改
革で変更がなかっ たわけでないのに、 今回見直し 対象になっ
ていない。 窓口サービス係の業務も 専門性があるのに、 考慮
さ れていないのは理解できない。 検討の土俵にすら 上がっ て
いないのはどう いう 判断なのか。 アンケート し た意味がな
い。

改革後、 総合支所は「 申請受付窓口、 区民参画・ 協働の拠点と し ての役
割」 を担う こ と を予定し ているが、 窓口サービス業務を一切見直さ ない
と し ているわけではない。 改善が必要な業務については、 区民課長会等
を通じ て検討し ていただく 必要があると 認識し ている。

窓口で部の職員が対応と いう のは、 各部から 総合支所に職員
が来ると いう 意味か。 それは輪番になるのか。 また、 部で完
結する業務は、 部へ案内すると いう こ と か。 部で完結する業
務の相談が来た場合は、 電話やオンラ インで対応するイ メ ー
ジか。 部（ 本庁舎） に行っ てく ださ いでは区民の利便性が下
がるので気になっ た。

総合支所の窓口における職員の配置のほか、 予約制の導入やオンラ イン
の活用など、 区民の利便性低下を招かない体制を検討し ている。

令和９ 年４ 月に異動対象になる職員は異動年限が継続になる
のか、 リ セッ ト になるのか。

人事関係については、 人事課と 連携し て検討を進めているため、 意見を
共有する。

総合支所から 支援部に人が行く と 執務室の人数が減るこ と に
なると 思う が、 空きスペースの使い方、 施設の使い方につい
ての想定はあるか。

検討はし ているが、 一人あたり の有効面積を考えると 、 別の所属がそこ
に入ると いう こ と も 難し い。 区民にも 資する利用ができないか、 考えて
いる。 総合支所で働いている人の執務環境の改善、 書類発送等の作業ス
ペースの確保などのほか、 区民向けにアウト リ ーチをする拠点と し ての
利用も 想定する案はあるが決まっていない。 業務量算定をし ていく 中で
具体化し ていく こ と になる。

保育・ 子ども の部分について、 部の職員が対応と なっ てい
る。 福祉総合窓口ではない係に所管が移るこ と になるのか。

保育課所属の職員が窓口で対応するのか、 福祉総合窓口の職員が受ける
のかを検討し ていると こ ろである。

窓口サービスの部分は変更なし と あるが、 検討の余地がない
のか。 こ のまま検討し ないのは納得できない。 また、 管理課
がなく なっ たら庁舎管理部門はどこ が担う のか。

窓口サービス業務を一切見直さ ないと 決定し ているわけではない。 庁舎
管理業務については、 総合支所内の課に存置するこ と を予定し ている。

庁舎管理機能について、 区民課又は協働推進課どちら かにな
るのかについては、 各課へヒ アリ ングし た上で決定すると い
う こ と でいいか。

業務量等を踏まえ総合的に調整し ていく 。

本庁各部と いう と こ ろのイ メ ージだが、 単純に職員が部の方
に行っ て、 それぞれ総合支所単位で仕事をするのか、 それと
も 業務単位ごと に再編成し てやるのかと いう のを教えてほし
い。 また、 令和9年4月から やると いう こ と だが、 案だと いう
こ と ばかり を言う が、 具体的なスケジュ ール感を教えてほし
い。

現行の業務をどう 役割分担するか、 今年度中に調整し たいと 考えてい
る。 その上で業務量と 必要な人員の算定を人事課と 連携し て調整する。
スケジュ ールについては、 周知や準備期間を考慮し ながら 、 令和８ 年度
中の関係条例の改正等を見据えており 、 それらに間に合う よう に庁内で
の意思決定を進めていく 。

業務・ 役割分担を明確化し ていく 中で適宜ヒ アリ ングを行う
と いう こ と でいいか。 議会で厳し い意見も ある中で、 スケ
ジュールを巻いていかない間に合わないのでは。

適宜行っ ていく 。

台場分室の扱いをどう 考えているのか。 また、 案が案でなく
なるタ イ ミ ングがいつなのか。 こ の案でほぼ決まり なのかと
思う か、 案を変えら れるタ イミ ングを教えてほし い。 どんな
スケジュ ールなのか具体的には分から ない。

台場分室については機能の変更は予定し ていない。 スケジュ ールについ
ては、 周知や準備期間を考慮し ながら 、 令和８ 年度中の関係条例の改正
等を見据えており 、 それら に間に合う よう に庁内での意思決定を進めて
いく 。
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出席者： 港区町会・ 自治会連合会 清原会長、 丸副会長、 竹中副会長、 丸山会計、 櫻井監事、 松坂監事 

    港    区      清家区長、 大澤副区長、 浦田副区長、 新宮教育長、 野上区役所・ デジタ ル改革担当部長 

                星川区役所改革担当課長 

１  区役所改革の進め方と 事前

説明の不足について 

事前説明がないまま民間ビ ル借用や議

会手続が先行し たこ と への疑問。 区役所

改革の目的、 必要性を 先に共有すべき と

の意見。  

情報共有が不十分だっ た点があり 、 地域

への説明も 不足し ていた。 今回の区役所改

革の取組は、 区民協働は維持し た上で、 改

善すべき 点を 改善し ていく こ と を 考えてい

る が、 区民に影響を 与えない改革と 捉えて

いたため、 説明のタ イ ミ ン グを 誤っ た。  

２  民間ビ ル借用の妥当性と 費

用負担について 

多額の費用に区民の理解が得ら れな

い。 既存・ 将来の空き 施設活用の検討の

指摘。  

本庁は既に執務スペースがひっ 迫し てお

り 、 執務環境の確保には床が必要であるこ

と から 、 民間ビ ルを 借用するこ と を 検討し

た。 こ の借用は、 恒久的な借用ではなく 将

来的な区有施設への移転も 検討し ている。  

３  総合支所機能・ 区民サービ

スへの影響について 

窓口業務や町会対応が維持さ れる かに

ついての質問。  

住民票、 戸籍、 福祉に関する 手続、 町会

対応などは引き 続き 総合支所で実施する。  

４  保育・ 福祉・ 街づく り 分野

の集約の必要性について 

苦情がない中、 なぜ集約が必要かと い

う 質問。  

現状の区民サービスに満足いただいてい

る 部門は維持し つつも 、 障害者福祉や保育

は制度が複雑で少人数対応に限界があり 、

専門性不足から 職員負担や退職も 生じ てい

る 。 窓口利便性を 保ちつつ、 10～15 名規模

で専門性を 共有し 解決に導く 体制整備が必

要である 。  

５  今後の進め方について 各地区の町会・ 自治会向けの説明や意

見交換の実施の要望。  

今後は各地区の町会・ 自治会へ説明に伺

う 予定であり 、 意見を 聞き ながら 進めるこ

と を 考えている 。  
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１ 区役所改革の意思決定・議論のプ

ロセスについて 

骨子案しかない段階で補正予算案を

提出した理由は何か。生煮えの状態で

議案として提出することの説明責任を

どう考えるのか。 

執務スペースがひっ迫することは明

白であることから、骨子案段階ではあ

るが、補正予算案を提出した。区民・

議会への説明は丁寧に進めていく必要

があると認識している。 

全管理職・職員が本当に同じ思いで

この改革案を支持していると言い切れ

るのか。職員の声は我々にも届いてい

るが、現場の温度差は本当に解消され

たのか。 

所管だけでなく庁内会議を重ね、全

庁一丸で取り組んでいる。 

議会や区民への説明・合意形成のプ

ロセスが後手に回っているとの指摘に

ついて、どこに反省点があり、今後ど

う改善するのか。 

説明や合意形成が遅れている点は事

実であり、今後は各団体や区民への説

明を早急に進め、丁寧な合意形成に努

める。 

２ 民間ビル賃借の意思決定と経緯に

ついて 

 

以前の報告では「令和８年１月議会

で報告、関係する予算は令和８年度計

上」とあるが、なぜ「当初から第４回

定例会補正で上げる」という説明にな

るのか。 

 

検討開始は５月頃で、当初は１月に

議会報告・令和８年度予算計上を想定

していたが、集約化による執務スペー

ス確保が急務であったことから、必要

な時期に補正予算で対応する方針に切

り替えた。 

９月末～１０月初旬の物件選定・賃

料設定の経緯について、特定物件あり

きで後付けで基準を作ったのではない

か。 

 

最初は別のビルを想定し、基準を設

定していたが、大手不動産仲介会社の

出す市場データを参考に、最終的に基

準を見直した。物件ありきではなく、

実績と市場データから設定した。 

空室率や賃料の根拠データは都合の

良い数字だけを使っていないか。複数

データを比較した上での説明責任はど

うか。 

複数の不動産仲介会社のデータを比

較し、港区の地区ごとに最も信頼でき

るデータを採用した。恣意的な選択で

はなく、妥当性を重視している。 

別紙４ 
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３ 区民・地域団体への説明について 

 

町会・自治会長や民生委員等への説

明が特定の個人へのピンポイント対応

になっていることへの違和感や、公平

性・計画性の欠如についてどう考える

か。 

現状、特定の町会長等への個別説明

が先行してしまったが、本来は全体的

な説明・合意形成が必要と認識してい

る。今後は説明方法・スケジュールを

改善する。 

町会や民生委員への説明が遅いので

はないか。 

執行体制の見直しを中心とした取組

であることから、検討開始後からこれ

まで対外的な説明は予定していなかっ

た。現状、様々な情報が出ており、区

民の皆さんに不安を与えてしまってい

ることについては、区としての説明に

至らない点があった。今後、丁寧に説

明を行う。 

区民・関係団体への説明責任や、今

後の説明スケジュール、方法の改善策

はどうか。 

 

今後は町会・自治会、民生委員など

関係団体への説明を計画的に進め、説

明責任を果たすために説明会や資料配

布を強化する。 

４ 区民アンケートについて 区民アンケートは、MINATO ビジョン

意識調査の中に区役所改革の設問を組

み込んで実施したとのことだが、なぜ

議会や区民に対して「区役所改革のた

めのアンケート」として明確に説明、

公開されてこなかったのか。 

MINATO ビジョン調査の中で区役所改

革の設問を入れたが、区民の利用状況

や満足度も把握する必要があった。議

会での報告など、説明が不足していた

ことは認識している。 

区民アンケートの満足度結果はどう

だったか。その結果を受けて、行政側

としてどんな考察や今後の方針を持っ

ているか。 

 

窓口手続や職員の説明は８～９割が

満足と回答しており、支所のサービス

拠点機能は評価されているが、待ち時

間や専門性継承などの課題もあった。

DX 推進や専門性強化が必要と考えてい

る。満足度は現状高いが、引き続き、

高い満足度を維持するために、執行体

制の見直しは必要だと認識している。 
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５ 職員アンケート・現場の声の活用

について 

 

職員アンケートについて、回答率

47％の評価と、未回答職員の意識・現

場の温度差をどう把握し、今後の改革

に反映させるのか。 

47％という回答率は高い方ではある

が、100％を目指していた。今後も意見

を聞いていく。 

アンケート結果を現場の職員や人事

部門とどのように共有し、具体的な改

善策や人事施策に生かしているか。 

 

各部会で共有したが、全課長に幅広

く提供する必要があると認識してい

る。今後の改善策や人事施策に反映し

ていく。 

６ 区民サービスの提供窓口について 支所窓口の利便性・専門性・的確性

の維持・向上策についてはどうか。 

 

指揮命令系統の一元化や専門部署の

再編で、サービスのばらつきやたらい

回しを解消し、的確性・迅速性を高め

る体制を目指す。 

 

保健師の輪番制や生活保護・高齢者

福祉等の相談対応の迅速化、専門性強

化はどう実現するのか。 

 

保健師の輪番制の見直しや、生活保

護、高齢福祉等の専門性強化を検討中

である。現場の声も踏まえて改善す

る。 

 

区民サービスの質の評価や、現場の

課題、区民の不安をどう把握し、改善

に生かすのか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現場の声を丁寧に拾い、サービスの

質の向上に生かす。 
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７ 組織再編・職員・人材育成につい  

 て 

 

今回の改革は、実質人員削減になる

のでは。 

人員削減が目的ではない。育成や技

術継承を重視し、働きやすい職場づく

りを目指す。 

組織再編で具体的にどの部署、業務

がどう変わるのか。 

詳細は今後詰めていくが、専門性の

高い業務は集約し、現場の負担軽減や

知識継承を目指す。 

今後の人口増加・行政需要増に対

し、職員数や人員配置をどのように見

通し、柔軟に対応していくのか。 

短期的には職員数増を見込んでいる

が、将来的には AI活用等も視野に入

れ、柔軟な人員配置を検討する。 

会計年度任用職員の位置付けは。 現場の力として不可欠で、重要な人

材である。 

会計年度任用職員や非正規職員の役

割、処遇、流出防止策についてはどう

か。 

会計年度任用職員も現場を支える重

要な存在であると認識しており、今後

も丁寧な説明や処遇改善、流出防止に

努めていく。 

採用倍率の低下をどう見ているか。 

 

危機的状況と認識している。採用・

定着・働き甲斐の創出に全力で取り組

む。 

職員の退職・休職の推移は。 近年増加傾向にあり、母数の大きい

課で多い傾向があるが、相関は未確認

であるので引き続き分析していく。 
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８ 防災・BCP・設備について 新たに賃借するビルでの災害時の電

源供給・BCP対応は十分か。 

借用の第一候補であるビルには 72 時

間の非常用電源が配備されており、災

害時も最低限必要な業務継続が可能と

確認している。 

街づくり支援部など土木系部門の分

散配置が災害時の連携・指揮命令系統

に与える影響と、そのリスク対策はど

う考えるか。 

災害時は必要な人員を本庁に集める

など、連絡調整体制を整備し、分散配

置でも機能が担保できるようにする。 
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